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　この資料は、平成15 年5 月8 日（木）の衆議院憲法調査会最高法規としての
憲法のあり方に関する調査小委員会において、「明治憲法と日本国憲法」をテー
マとする参考人質疑及び委員間の自由討議を行うに当たっての便宜に供するた
め、幹事会の協議決定に基づいて、衆議院憲法調査会事務局において作成した
ものです。
　この資料の作成に当たっては、①上記の調査テーマに関する諸事項のうち問
題関心が高いと思われる事項について、衆議院憲法調査会事務局において入手
可能な関連資料を幅広く収集するとともに、②主として憲法的視点からこれに
関する主要学説等を整理したつもりですが、必ずしも網羅的なものとはなって
いない点にご留意ください。
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